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はしがき

本稿が取り扱う問題は，南真志野の農業構造が

器械製糸業の発展と如何なる関係をもち，また製

糸業の発展がいかに農業構造を変化させたかを，

明治１０年代より３０年代にかけて検討すること

である。本稿はしかし，明治１０年代より３０年

にかけての湖南村の歴史的一断面をとりあつかう

に過ぎない。湖南村経済構造の把握は資料的制約

のため，外観をなでたにひとしい．

さて本稿は，明治９年，２１年，３６年の南真志

野土地所有規模別農家構成とその異動，湖南村農

業構造，器械製糸業と土地所有，器械製糸業発展

条件の検討を内容としている｡諏訪地方において

は「農地改革にいたるまで，寄生地主を成立せし

めなかったいわば自作農地帯であるＪ「すぐれ

て高い生産力水準を示しながら，地主制を生まな

かったことは，きわめて特徴的な事実といわねば

ならない｡」（海野福寿「明治初年における小農の

発展的形態」（｢歴史学研究」No.227｣）といわれ

ることに疑問なしとはいえない。また矢木明夫氏

は「産業資本の未確立な形成期にあって，個別資

本はきわめて不安定な形で，競争を通じはげしく

分解しているのであって，従って上昇発展しつＬ

ある製糸業資本家も，その不安定性に対処するた

め土地集中によって土地所有の上に安定を求めよ

うとしたのである｡」（｢日本近代製糸業の成立」

局山隆

Ｒ〃"たｏＴａﾉ(zaya7"ａ

252頁）といわれるが，土地所有の上にいかに安

定を求めるのか，その意味が明らかではないと思

われる。これらの点をあわせて検討するものであ

るが，器械製糸資本の蓄積発展，生産過程の分

析，また養蚕経営の発展に就いては本稿では取り

あげる余地がなくなり，別稿にゆずらざるをえな

かった。

１．南真志野における耕地所有規模別

構成と農家異動

１耕地所有規模別農家構成

南真志野における明治初年より明治中期にかけ

ての耕地所有規模別農家構成は第１表の如くであ

る。明治９年「名寄帳」によれば，耕地所有者総

数は174名（明らかに同一家族の者は一括した）

であり，そのうち，３反未満所有者108名，６２．１

％を占め，３反～５反未満の耕地所有者は14.4％

であり，両者を合計すると，全所有者の７６．５％

にのぼっている。５反～１町所有者は１９％弱で

あり，１町以上所有者は５％にすぎなかった。一

方，明治９年南真志野において，最高耕地所有者

は，名主の家柄であり，生糸商であり，当時から

製糸を行っていたといわれる金子長内家の２町３

反２畝であり，大規模な土地集中はすＬんでいな

かったといえるであろう。耕地２町以上所有者は

その他，寺（善光寺）と，生糸商・製糸業者であ

る関初平家，名主の家柄である原忠三郎家であっ
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第１表沢別耕地所有階層別年次別農家戸数

５反未満所有者，および１町以上所有者の割合が

増加したのである．明治９年から明治２１年の間

でも，耕地の集中は行われていなかった。明治２１

年に南真志野の最高耕地所有は，龍雲寺の６町４

反２畝であった。明治９年同寺の耕地は約１町８

反であり，この間に４町６反２畝増加したのであ

るが，これは．所有山林を桑畑に変換したからに

ほかならない。龍雲寺・善光寺を除けば，明治２１

年に２町以上耕地を個人有しているのは，関初右

衛門の実家（初平は養子である）であり，関家の

製糸業の経営とも関係の深い藤森宗治家（明治９

年所有耕地１町１反）の２町２反のみであり，こ

の間Iこ，開家，金子家，原家ともに耕地を減少さ

せている。

耕地異動;こついては後に検討することにして，

明治36年の耕地所有構成をみると，総戸数が２１

年に比し，さらに９戸減少しており，明治９年に

較べれば，２０戸，約１２％の減少である。先に述

べた如く，明冷９年から２１年には７反から１町

層において戸数の減少がみられたのであるが，明

た。

このように，明治初年の南真志野においては，

耕地所有状況は，多数の極めて零細な耕地所有者

の存在〆他方，大規模土地集中者が存在しないと

いう，総じて所有の雰細性として特徴づけられる

べき性格を示している。そして，２町以上の上層

耕地所有者は，寺を除いて３名のうち２名までが

製糸関係者であり，その２名は明治１１年に器械

製糸を開始している。

この所有の零細性は明治21年，３６年において

も一貫するところの性格であった。明治２１年に

は，明治６年に比し，更に５反未満所有者の占め

る割合が増加し，８０．５％を占め，また５反～１町

/層が大幅に減少し，明治９年の３２戸から２３戸

となった。この層で特に７反～１町所有が，１７戸

から７戸に10戸減少し，５反～７反所有は15戸

から，１６戸へと１戸増加している。１町以上所

有は，明治９年の5.1％から５．４％へと増加して

-いるが戸数としては同一の９戸であった。すなわ

=ち，この間に耕地所有者は１１戸減少した結果，
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治２１年より，明治３６年の間では，５反未満層

に特に激しく２１年の131戸から３６年には１１８

戸，１３戸の減少をみる。総戸数も減少している

ことから，割合としても，５反未満の比重は４％

２１年より低下している。５反～１町層は２戸減

少しているが，そのうち７反～１町層は，２１年と

同数の７戸であり，５反～７反層が２戸減少した

のである。すなわち，明治２１年から３６年まで

の間では，７反以下の所有者が減少している。一

方同時期に１町以上届は９戸から１５戸へと大幅

な増加をみ，割合も5.4％から9.7％へと4.3％

増加したのである。特に１町から１町２反層は１

戸から７戸へと増加している。11111～１町５反，

１町５反から２町層は各１戸づつ減少している

が，２町以上層は，３戸から５戸へと増加してい

る。

２町以上届の５戸は，２１年と変りがない龍雲

寺，善光寺と，関初平家，金子長内家，関利右術

門家である。関初平家，金子家は，明治２１年に

耕地を減少させているが，３６年には|日に復し，

金子家は２町２反５畝の耕地を所有している。関

利右衛門家は，明治９年の所有耕地１町８畝，明

治11年，１０人坂器械製糸を開始しており，明治

２１年には所有耕地1111｣.３反６畝，３６年，２町１

反４畝と所有規模を拡大してきている。

すなわち，南真志野の耕地所有規模別農家構成

の明治９年より３６年に至る推移は，第１に，総

所有者の２１％の減少，第２にその減少は，総じ

て１町以下層の減少であり，第３に時期的にみれ

ば，９年より２１年には７反～１町層の減少，２１

年より３６年では７反以下の減少，１町以上屑の

増加という現象をとっている。この現象は，個々

の農家の所有耕地の増減，新規耕地所有者の出現

耕地喪失者の消滅の結果にほかならない。次にこ

のような耕地所有規棋別構成をとるにいたった所

有規模別農家の異動を検討しよう。

２耕地所有規模別農家異動

明治９年より２１年，２１年より３６年において

耕地所有規模別に個々の農家がどのように耕地所

有規模を変化したかを示したのが第２表・第３表

である。そして，各々の年次で総戸数に対し同一

所有規模にある率を同一規模存統率，所有規摸を

縮少した率を下向率，所有規模を拡大した率を上

向率として，耕地所有規模別に整理したのが粥４

表・第５表である。

明治９年より２１年に至る変化をみると，その

間に同一規模であったものは，４９戸，同一規模

存続率２８％にすぎず，異動は極めて激しいもの

であった。所有規模を縮少した家は８６戸，下向

率４９．４％，そのうち１７戸は無所有に転じてい

る。所有規模を拡大した者は39戸，上向率２２．５

％であった。これを耕地規模別に検討するならば

先ず１反未満では同一規模存統率が４８％と平均

より間く，また上liil率が下向率を上廻っている

が，１反から３反の規模では下向傾向が強く，５８

戸中，３７戸が規模を縮少し，上向農家は８戸に

すぎない。耕地所ｲT規模別構成では，明治９年，

２１年の両年とも，３反未満農家数は１０８戸で不

変であったが，異動表に示されるように，不変と

あらわれる中に激しい異動があったのであり，不

変であったのは，耕地喪失農家，１７戸，上向農

家７戸，計２３戸の減少を，新規土地所有者５戸

３反以上層の３反未満層への耕地縮少者１８戸が

補った結果である。

３反から５反肘では，同一規模存続率が２５％

と低いが上向率35％と高まり，下向率は４０％に

′低まる。５反から７反層，７反から１町層では，

同一規模にと質まる家は少なく，下向率が，５反

～７反層では73.3％，７反～１町層では64.7％

と高まる。規模別構成の変化で，先に述べた如

く，７反から１町層がこの時期に大幅に減少して

いるのは，この州の農家が上liIjした結果ではな

く，耕地を減少させた結果にほかならない。また

この変動の振幅も激しく，例えば９反から１町の

所有農家５戸のうち，１戸が同一規模，２戸が３

～４反層に，１戸が２～３反届に，１戸が１反未

満へと転じている。１町～２町層は５戸のうち３

戸が規模拡大，２戸が規模縮少となっており，こ

ムで上向率が下向率を凌駕するにいたるが，２町

以上届ではまた４戸中３戸が規模を縮少してい

る。総じて１町以下層は下向傾向１町～２町層は

上向傾向，また２町以上層は下向傾向がみられ，
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第２表南真志野耕地所有規模別農家異動（明治９年～21年）
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５
２
３
１
１

庁
Ｉ
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。
’
４
頁
』
ｎ
ｏ
り
〕
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一
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２
３

１ 一
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４
１

２
１
１

１
１
１
１
１

12戸

〃
を
庁
Ｉ
勺
上
ワ
】
寸
上

一
戸２

１
９
３
１
１
２
１
１

戸

４
３
１
１
２
１
２

戸

１
２
４
２

戸

ワ
］
ワ
］
４
詮
９
］

戸

勺
１
制
止
勺
上
Ｏ
］
１
上

戸

１

１

戸

１
１

戸

1

1

1

１

戸 戸

１

１

１

戸

１

１

戸

１
１
１
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り
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ｰ １
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明治時代の農業と製糸梁の発鵬

第４表明治9年～21年農家異動率

6５

また全休として極めて激しい異動があったものと

いえよう。強い下向傾向の中で，耕地規模をかな

り拡大してきているものが５反から７反層におい

てあらわれている”明治９年７反２畝，明浦２１

年１町７反９畝と１町余耕地を拡大した中沢盛雄

家は，北真志llfの大地主中沢磯右術門家の分家で

第５表明治21年～明治～36年農家移動率

この時期に土地を大きく譲られたのである。その

他耕地規模を拡大しえた事情を個ﾉ§『について明ら

かにすることはできないのであるが，１反・２反

の耕地規模の拡大については，その一因をなして

いるものが，畑の増歩，山林，株場の開墾，主と

して桑畑への変換にあったことが注目される、先

明治21年
戸数

明治36年に
同一規模の農家

明治36年に
規模を縮小した
農家

明治36年に
規模を拡大した
農家

明治21年
総数

同一規模
存続率

下向率 上向率

O～１反

ワ
】
ｎ
ｏ
１
宝
戸
、
《
Ｕ
痔
ｉ
ｎ
ろ
Ｑ
〕

一
一
一
一
一
一
一
一

１
上
ワ
】
Ｑ
Ｊ
４
孟
戸
。
〈
Ｕ
庁
１
，
５

9～1０

１０～12

12～15

15～2０

20反以上

一
戸７

９
２
４
９
０

５
２
２
１
１

虞
Ｕ
○
色
○
今
＠
Ｊ
寸
上
Ｏ
Ｊ
の
今
Ｑ
Ｊ

一
戸２

０
２
１

４
３
２
２
１
１
２

一
戸２

３
１

２
１
１

ヴ
Ｉ
Ｏ
Ｊ
４
詮
Ｏ
堂
１
４
１
上
利
上
１
上

一
戸３

６
７
４
４
４
４
２
１
２
２
１

１ 100.0％

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

１
１

｝

％

６
４
１
８
５
０
３
７

●
◆
●

●

ｅ

●

●

●

８
４
８
１
２
５
３
６

３
３
１
２
１
２
３
６

38.6％

４４．８

５０．０

４３．５

３７．５

１００．０

５０．０

３３．３

％

８
８
９
７
０
０
７
０

●
巳
●

●

●

●
●

２
０
１
４
０
５
６
０

２
２
３
３
５
７
６
５

計 163 4７ 6６ 5０ 100.0 2８．８ 4０．５ 3０．７
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耕地を縮少した
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下向
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上向
率
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２
３
４
５
６
７
８
．
９

一
一
一
一
一
一
一
一

１
２
３
４
５
６
７
８
9～1０

10～12
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６
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８
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５
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４

５
２
３
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１
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戸２

６
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５
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１
２
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２
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２
１
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100.0

100.0
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１
１
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２
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０
３
８
０
０
０
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５
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３
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４
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２
１
１
２

％

０
７
４
０
３
７
３
０
０

■
●
●

●

●

●

●
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４
２
８
０
３
４
３
０
５

２
７
５
４
７
６
３
５
７

28.0％

９．１

１６．６

３５．０

１３．３

２３．５

６６．６

５０．０

１７４ 4９ 8６ 3９ １００．０ 2８．１ 4９．４ 2２．５



（１）新規土地所有者となった者の性格については一部

しか明らかにしえない。分家，新規に耕地を購入

した者の他は，土地所有名儀変更によるものもあ

ろうが，誰から譲られたものか明らかにしえな

い。従って，新規土地所有者が二八名あっても，

それが「家」として新らたに「新設」されたもの

とは限らない同じように明治２１年に「土地名

寄槙_』にその名がふえ，明治３６年にはその名を

皿出すことの出来ないものの中には明らかに土地

売却，北海道移住した者もあるが，単に名儀が変

更されたものもあろう。「新規所ｲj」「無所有」者

の中にば不明を含んでいるのである。

第１号１９６２

２畝となっている。畑は６反５畝から４反９畝へ

と１反６畝の減少である。（第６表参照）

明治２１年より３６年にかけては耕地所有規摸

が不変の率は，明治９年から２１年の期間とぼ堂

同じで．２９％であるが，この時期は前期の下向

傾向に対し所有規模拡大傾向が強まってきたこと

が指摘される。１反未満層では前期より同一規模

存続率は約１０％低下し,３８％となり、また下向率

が15％高くなり，３９％となっており，この層は

前期よりも激しく下向しているのであるが，１反

以上の層では，同一規模存統率・上向率ともに高

まるが，同一規模存続率が高まらぬ２反～３反層

の場合でも，下向率は低まり，大幅に上向率が増

加している，（16.6％から３２％へ)。概して，５

反以上層では上向率が下向率を上廻る傾向となっ

ている。前期では耕地規模縮少の中心層であった

７反～１町層はこの時期には，強い上向傾向に転

じている。明治２１年１町から１町２反層は１戸

であったものが明治３６年に７戸と峨加したのも

この時期に５反～１町層から７戸，その層に上昇

したからで，明治２１年にその層にあった１戸は

９反～１町層に規模を縮少しているので，１町～

１町２反層はその構成農家を一新している，

前期に比べ強い上向傾向を示してきながら，一

方，この時期には，前期よりも耕地を喪失し，無

所有となる者が多く，３６戸を数える。しかし他

方新規に耕地所有者となったものが２７戸あるこ

とが注目される(')。

地目別に耕地の移動を検討すると，この時期に

も，山林，原野，株場の開墾、桑畑への転換が進

められていたことが知られる。３反未満の耕地所

社会学研究科紀要

に述べたように一躍４町歩余耕地を拡大した龍雲

寺に典型的に見られるように，この時期に南真志

野においても桑閑の増加が著しくなってきたよう

である。一方耕地の喪失は，主に水田であった。

明治９年耕地２町内,水田１町８反４畝･畑，１反

６畝を所有していた原忠三郎家は明治２１年には

水田４反９畝，畑２反の所有となっている，前記

金子家も，田１町３反６畝を主に明治１０年から

２１年の間に売却している。そしてまた，主に１６

年から２０年までに５反７畝購入し，その結果．

明治９年水田１町６反６畝から明治２１年，９反

第６表南真志野主要土地所有者

備考流一表は同じ

6６

明治９年 明治21年 明治36年

関初平 田
畑

山林

宅地

セ

1０８．２４

９１．２７

１０３．０２

２１．１５

‐
坐
く
り
１
壬
ｎ
Ｕ

ワ
〕
ワ
】
り
】
ｎ
Ｕ

七
●
。
。
。

３
３
９
８

７
８
９
１

七

1０９．０８

９３．１６

９７．１７

２９．０５

金子長内 田
畑

山林．

宅地

1６６．２２

６５．１５

４３．１０

１８．０６

1３２．２１

９２．１８

４６．２９

9１．２７

４９．０６

４３．１０

１９．０３

原源之丞

(忠三郎）

田
畑

山林

宅地

1８４．００

１６．２７

７１．１５

１０．０３

7１．２１

４５．２５

７５．２５

１．０３

4９．２１

１９．２８

５４．２１

１０．０３

関利右衛門 田
畑

山林

宅地

81.00

27.13

41.29

10.12

132.04

８２．０５

36.27

１４．１８

1０２．２１

３３．１９

４３．１１

１３．１８

竜妻寺 田
畑

山林

宅地

1３９．２３

3９．２８

6８２．０５

4１．０３

’
士
Ｑ
Ｕ
⑪
］
へ
○

ワ
ー
ｏ
‐
］
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ

●
●
●
●

八
Ｕ
６
上
句
○
勺
上

〆
、
○
０
一
○
‐
丑

可
上
’
坐
ｏ
一

1６０．２４

４８１．２８

２５３．０２

４１．０３

善光寺 一m一

畑

山林

宅地

125.00

105.13

413.00

２９．１５

137.00

117.12

４１３．００

２９．１５

1３３．０２

１５１．１９

４００．１４

35.06

藤森宗治 田
畑

山林

宅地

7５．１８

3４．

2２．０４

４．１３

1１７．０５

１０２．２１

３７．０７

１２．０２

1０４．１６

4７．０６

1０．０７



６７

有者が規棋を拡大するのは，多くは畑の規側広大

であり，水田所有規模の拡大は，顕著ではなく，

また，新規耕地所有者となった者のゥその耕地は

殆んど畑であづた。明治３６年に２町以上の耕地

所有に復した金子家では，明泊２１年水田９反２

畝，畑４反９畝から，明治３６年，水田１町３反

３畝，畑９反２畝へと，水田，４反１畝，畑４反

３畝の増加をみる。畑４反３畝の増加は山林の転

換であり，主に水田の集中がすムめられているこ

とが知られる、また関初平家もこの間水田３反５

畝，畑１反を増加させ，水門の集''三'傾向が強い，

水田の集中傾向は，上層耕地所有者においてなお

すムめられていたものといえるであろう。

以上の如く，耕地所有規模別農家異動の面より

みるならば，南真志野においては，明治９年より

３６年の間で，時点は確定しえないが，１町以下

層の全面的下向傾向から，５反以上層の上向的傾

向への転換がなされたことが知られる。すなわ

ち，南真志野においてもいわゆる体制的沈滞期に

かなり激しい土地所有の変動があり，その後に土

地所有の拡大が進行してきたものといえよう．｜ﾘ１

泊９年より２１年の間に，土地喪失が南真志野で

は進行しながら，大規模な土地集中者は南真志野

ではあらわれていないことは資料によって知られ

るのであるが，では失われた土地は，誰の所ﾊﾞに

帰していったのであろうか。関初平家の明治９年

より２１年の間の土地移動・その売買の相手先を

整理すると第７表の通りである。土地移動の相手

先は，１５件のうち１１件が南頁志野，３件が北立

志野，１件のみが他村（豊ﾛI村）となっている、

購入者は主に明治１１年から１４年までは南奥志

野の4.5反層と１反未満層，１８年，１９年には北

真志野の地主と南亘志野の４．５反層が入手して

いる。この１例のみで，土地移動の傾向を論ずる

ことはできないが，明治９年から２１年の間でも

南頁志野耕地は，北真志野の土地所有者の手にも

移っていったようである。北頁志野における主な

る土地所有者の土地所有を明活９年，２１年，３６年

について示したのが第８表である。明治９年にIll

沢磯右衛門家は耕地を１０町歩所有しており，そ

して明治１７年の所有水田８町１反４畝のうち，

蛸７表関家年次別桃地移動（売却）

南真志野分は４町４反６畝となっている。磯右衛

門家の本家である中沢佐金治家も明治９年に耕地

６町９反８畝を所有しており，２１年までに，さら

に１町２反桃地所有を拡大している。両中沢家の

土地集中の時期と仕方、その性格については今後

の研究によって果されなげればならないが，南真

志野地域のみでは明らかではない土地集巾傾向

が，南北真志野地域をとれば，明瞭に看取される

のである。また集中の規模は両中沢家に比すれば

小さいが，北真志野の金子浦幸家，金子姶助家も

明治９年より３６年までに，土地を集中してきて

いる。そして関初平家も，ｌﾘW台１８年，１９イ１１に中

沢佐金梢家，金子捨助家に耕地を売却しているの

である。

中沢両家に代表される如く，南北真志野におい

ては，明治９年以前に土地集中が既に進行してい

たものといえるであろう。明治９年以降では，金

子治幸家，金子捨助家にみられるように，１町～

２町層の耕地所有の拡大，明治２１年以降では５

反以上所有者の耕地拡大という傾向が土地移動に

関する限りでは明らかである。一方，明治９年に

見出される，多数の零細耕地所有者は，明治２１

年にさらに，その比率を商め，明治３６年におい

ても，土地所有規模別構成において，その形態を

明治時代の腿業と製糸業の発展

年 ｍ・畑 相手氏名 相手部落
耕明治９年
地所有面積

明治11年

〃

1２

１４

〃

1９

″
″
″

1１

〃

1２

１４

１８

１９

セ

田１．２４

１．０６

２．１５

１．００

３．１２

７．０３

‘1１．１８

１５．００

４．０３

畑２．０３

４．０３

１．０６

１２．１８

１０．０３

７．０９

金子友三郎

原仙右衛門

池田鉄三郎

関松三郎

関吉左術間

関喜代治

藤森清蔵

金子捨助

原寅吉

原仙右術'''１

原平八

閲吉左衛lＭｌ

中沢佐金

職森宗治

北真志野
ロ

南真志野

〃

ﾉノ

ノノ

ノノ

ノノ

北真野

南真志野
＝凸2-

111」 出

豊田村へ

南真志野
ゥＬＺ一

|]1! 出

北真志野

南真志野

セ

５７．１９

５．００

４４．２５

０

１．２１

４２．０４

５７．２６

１４６．２１

１．０６

１９．２０６

9８．１３

１０．０９１

計 8２．０３



備考明治４５年・大正３年「農工商書類」湖南村役場

社会学研究科紀要第１号１９６２

第８表北真志野主要土地所有者 第９表年次別田畑面積

初年以来ほ壁240町歩，畑は明治８年から３５年

までに１０町歩増加している。しかし，他の資料

によると明治25年に，水田１１町，畑１０町歩，

明泊４０年にも畑９町歩が前出数字より少なくな

っている。（第10表）後者の数字によれば，田畑

いずれも増加してきたことになる。一方農家戸数

は，明治２５年から４０年までに６８戸，１割３

分増加しており，１戸平均耕地面積は７反７畝よ

り７反２畝に縮小しているが，１戸平均７反５畝

前後であることは，所有規模の零細性からみて，

所有規模と経営規模の分離が一応考えられうる。

明治初年における小作地率は明らかにしえない

が，明治25年では，総耕地面積の４３．４％，水田

面積の45.2％，畑面積の約40％が小作地となっ

ている。すなわち，北真志野の巾沢両家にみられ

るような土地集積，そして貸付地主化が，湖南村

においても進行していたものといえよう。しかし

ながら湖南村の範囲では，中沢両家をしのぐ土地

所有者は現われていない‘明治２４年の「湖南村

税戸割等級表」（第１２表）にｋると第１等級税額

５円は中沢正英（佐金治)，第２等級，税額２円

３０銭は''1沢担六郎（磯右衛門養子)，北真志野の

金子治左衛門（第８表参照）田辺部落の小松甚之

丞（明治２０年耕地所有規模，３町２反７畝）と

なっており，その等級，税額はぽ壁土地所有規模

を示している。中沢磯右衛門は５等級に位置して

いるが,２等級の担六郎と合すれば,税額３円90銭

となり，中沢正英には及ばぬが２位を占めること

になる。税額２円～２円30銭の２．３等級にある者

の土地所有規模は，ぼ堂３町前後，１円60～１円

80銭が２町５反前後，１円40銭が２町前後となっ

ている。それ以下の税額でも，２町以上所有する

6８

備考明治９年「持地名寄帳」

明治36年「土地所有者名寄帳」

註１．中沢磯右術門明治17年の土地所有状況

田 畑
七 七

南真志野４４６．００48.18

北真志野307.15123.07

その他60.26８．１７

計８１４．１１180.12

＊は明治１１年器械製糸出願者である｡

変えるものとはなってし､ない。力､Ｌる土地所有の

構成をもつ南真志野において，いかなる農業構造

をもって農家が再生産されてきたかを，概観しな

がら，土地所有規模別構成・土地異動の意味を次

に検討しよう。

３湖南村農業構造

これまで述べたように，南真志野においては，

耕地所有規模別農家構成によれば，５反以下所有

農家の多数存在という所有の零細性が見出され

た。これら農家の経営規模，経営組織を知る資料

を欠くことから，南真志野の農業構造を我Ａｒは明

らかにしえない。た父．，湖南村全体の数字によっ

て農業構造の概観を示すにと堂まる。

湖南村耕地面積の年次別変化は第９表にみられ

るように，水田面積では大きな変化はなく，明治

明治９年 明治21年 明治36年

中沢正英 田
畑

，七

、６９８．１３

セ

7３３．１７

8２．１５

七

7４２．１１

7５．２１

中沢
磯右衛門￥

田
畑 ・１，０１４．１３

4７２．０３

１１２．０９

６１８．１７

１５７．２３

＊ 金子治幸 田
畑

、９２．１２
2７４．２０

5４．１２

3２２．１０

7８．１５

金子捨助 田
畑

1０６．２１

4０．００

183.23

6１．１３

2６７．２１

１０８．２４

金子治左衛門 田
畑

１２７８．１９
2３８．１６

4５．２４

238.08

6０．０５

＊
金子寅吉 田

畑
、２１９．０９

1６０．２４

7５．０２

91.27

49.26

＊ 藤森庄兵衛 田
畑

、１９８．２７
1４６．０９

3５．１９

1５１．２７

3８．

＊ 藤森
富左衛門

田
畑

，２３０．１１
1１５．０７

3８．２３

2０３．１１

１４４．２４

＊
関 伊 助 田

畑
1４２．１４

9２．２６

３１．１３

1５５．０６

2５．０９

田 畑 計

明治８年

〃１５年

〃２５年

〃３５年

〃４４年

240町

239

239

238

241

171町

１７０

１７１

180

180

411町

409

４１０

４１８

４２１



6９明治時代の畿業と製糸椎の峻発

輔１０表自小作別耕地面積

ｒ
し

今４（ ’明治４０年

備考明治２５年「湖南村農工商物産調表」

明治４１年「湖農号綴」湖南村役場

第１１表目小作別農家戸数及び一戸平均耕地面積

明治２５年

聯’’三Iノい作憎

備考前表に同じ

’

備考湖南村「村会議事録」＊南真志野納税者＊＊中沢磯右衛門分家

者も見受けられるが，ほ賀土地所有規模に照応し動の下向傾向が，進行したが，それは，一方にお

ているといえよう，中沢両家を除けば，湖南村でける大規模な土地集積には結集せず，そして明治

は明治２４年に耕地所有規模の最高が３町８反で４０年の小作地率では，｜|月治２５年より，湖南村全

あり，小作地率が４５％にのぼりながら大規模な耕地面積でみると約５％減少しているのである。

土地集積が全般的迄みられず，４町以下の小地主自作地水田は明治２５年の125町より，１５１町に

による耕地貸付が行われていたものといえよう。増加している。この間，水田面積は１２町歩，第

中沢両家の土地集積は，既に示した如く，明治９１０.表によれば増加しているが，それを差引いて

年以前に大部分が進められており，明沿９年からも，１４町歩，既水田の自作地化が進んだことに

２１年の間では，南真古野に関する限り，耕地異なる。畑については，総面積が２５年より１０町

第１２表明治２４年湖南村税戸側等級表

等級｜税額 人数
内 訳

一 －~ －－ －． ~~－|

北真|南真田辺|大熊’
備考（南北爽志野納税者氏名）

１
３
６
３
４
５
，
７
７
９

円 銭
5.00

2.30

2.00

１．８０

１．６０

１．４０

１．２０

１．１０

９５

８５

１
２
３
４
５
６
７
８
９
皿

ｉ

の
白
０
台
１
上
ワ
“
９
］
Ｑ
ｕ

１

１

１
上
１
上
ｍ
“
１
Ｌ

１
３
１
１

１３

３
４
２
４

１
１
１

４
巻
ウ
ー
り
ご

中沢正英

中沢担六郎(磯右衛門養子)金子治左術門

西沢平左術門，金子治幸

藤森周右術門

中沢磯右衛門，金子裕助

金子寅吉（寅次郎）中沢満左衛門
*金子挺内，瀕森三平，上原孫兵術，

中沢六郎兵術

**中沢盛雄

*間初平＊職森宗治，上原乃婦
⑪ ＊
』 原佐七。金子岩吉

自作地

小作地

合計

125町
《｡

ｎ
ｏ
、
、

〈
Ｕ
ｏ
】

司
上
ワ
〕

9７町

6４

1６１

222町

167

389

151町

8９

240

102町

6９

１７１

253町

１５８

４０１

自作地

小作地

合計

５４．８

45.2

100.0％

6０．３

３９．７

100.0％

5６．６

４３．４

100.0％

6３．１

３６．９

100.0％

5９．７

４０．３

100.0％

6１．５

３８．５

100.0

水田 畑 合計 水田 畑 合計
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ついて，若干，考察を試みよう。明治９年湖南村

「物産坂調書上帳」によると，粗生産額，約２万

５千600円中，米穀類１万７千300円（内，米１

万５千500円)，糸麻類約7,000円，酒類1,30Ｃ

円となっており，米が圧倒的地位を占めている

が，養蚕・製糸・綿布・綿糸生産も湖南村におい

て，かなり重要な位置にあったと思われる。

米生産量の年次別変化（第１４表）をみると米

反収は年だ，かなりの変動をみせているか，その

反収は明治20年代，４０年代ともに２石水準を超

えていない(')。すなわち，明治年代では，反収の

上昇が村の平均からみる限りでは示されておら

ず，そしてその変動の激しさは，諏訪湖の汎濫を

一因としている。

明治年代，米生産の発展がみられないのに対

し，養蚕，製糸は著しく発展した。明治２５年の

湖南村「輸出入表」（第15表）をみると生糸3,000

貫，約145,000円を神奈川県Iこに輸出している。

同じく明治２５年の「生糸及屑物物産額」（第１６

表）では，生糸生産量は2,600頁であり，そこに

400貫の差がみられるのであるが，いずれにせよ

明治９年に比し，２２倍から２５倍，生産が伸びて

いる。また繭生産量は，玉繭，屑繭等を合すると

1,000石となっている。繭価格は石あたり，３３円

位となっており，玉繭，屑繭価格は明らかではな

いので，繭生産額のみを推算すると約28,000円

となる。明治２５年の米価は湖南村では９円と記

されており，収穫高は4,250石，従って生産額は

約38,000円である。明治９年の米と繭の生産額

の比は7.7対１の割合であったが，｜ﾘ)治２５年に

はぼ典､４対３の割合となる。米価，収穫高，収繭

量，価格ともに当時の平均ではなく，正確な対比

歩増加し，そのうち自作地と小作地が５町歩づつ

である。南真志野の耕地異動で示される如く，こ

の時期に５反以上層の耕地所有規模の拡大がみら

れたのであるが，この傾向は，自作地噛加の傾向

であったと考えられるのである。この傾向は自小

作農増加をその主たる内容としている。明治２５

年に比し，明治４０年には自作農は５０戸，１９％

減少しているが，自小作農は106戸，９０％増加

し，小作農も９％の増をみせているので，農家戸

数は，６８戸増加している。すなわち，自作農は

減少しているが，自小作，小作、そして，総農家

第１３表叫治９年湖南村生産物

●

戸数が増加し，また総耕地面積，自作地面積が増

加するという推移をみせている。

先に述べた如く，農家戸数が増加し，１戸平均

耕地面積が，７反７畝から７反２畝に約５畝減少

しながら，自作地化が微弱ながら進行する条件に

（１）湖南村大熊集落の藤森平右術門氏の資料（常盤政

治「農家経済の再生産構造と農民層の分解」〔(三
田学会雑誌53巻７号)〕によると，明治より大正３

年頃までの反当収量は１石８斗から３石３斗の間

を変動している。また隣村中洲村Ｉ家の反収（海

野福寿「明治初年における小農の発展形態」〔｢歴

史学研究」1950.1．Ｎｏ．227〕）は明治９年にすで
に３石をこえ，１０年代２０年代を通じ３石３斗か

ら３石５斗に達している。この事例より，諏訪中

筋地域の米反収は湖南村平均反収に示される反収

より高かったものと推察される。

備考「明治九年物産坂調書上帳

第一月湖南村」

品目 数量 金額

麦
麦
豆
豆
え
ぱ
ぴ

米
大

、４

大
小
粟
ひ
そ
き

4,143石3斗

32石1斗

斗
斗

ワ
シ
ワ
】

石
石

３
５

０
Ｊ
拝
ひ

１
２

19石4升

40石8斗8升

70石

38石5斗

6斗2升

円銭厘

1５，５３７．３７５

４８．１５０

３７２．９６０

１，０３６．３４３

５９．０２４

８７７．７７０

８４．０００

１１５．５００

１．５５０

蛎
糸
綿
糸
糸
糸
布
布
布

綿
綿

繭
室
生
真
麻
木
麻
蚕
絹
麻
木

1,655貢６０匁

16貧982匁

117賃127匁

31貫327匁

84貧600匁

210賞

6貫150匁

15貫

220反

45反

1,680反

1，９８６．０７２

３８２．０９５

２，６０２．６１７

７８．３１８

８４．６００

４２０．０００

１３．５３０

１２０．０００

２６４．０００

１５．０００

１，０９２．０００

浦酒

焼耐

165石

16石

1，１５５．０００

1６０．０００



7１明治時代の没業と製糸業の発峡

第１４表年次別米収腰高・反当収還

備考明治９年「物産取調書上帳」明治４０年～４２年「農工商書類」湖南村

明治２２年～３２年「農商工事統計表様式(一)」湖南村大正元年「農工商書類」湖南村

註１．「本年収穫高前年二対シ五分一厘減額セシハ土用中森雨ノ為ニヨル」

註２．「本年前年二比シ三割六分減セシハ七月以降森雨洪水ノ為浸水数回ニシテ荒地トナリタル田地アル

ニ因ル」

＊糎米の反当収量

＊＊糎米の承の作付面秋とALl､われる。

備考明治２５年「農工物産調表」湖南村

は求められないが，一応，養蚕の，湖南農業にお４反となっており，半ばには達していないにせ

ける地位をうかがわせるのである。よ’明治９年以降，畑の桑畑への転換がかなり急

明治９年における桑畑面秋は不明であるが，明速にすＬめられたものと思われる。そして明治４０

治２５年には畑面積161町歩巾，桑園が７４町年までには，畑地はすべて桑園に化している。明

第１５表明治２５年輸出入表

年次 米収碓高 米作付面秋 反当収I,(： 畑面機 桑園面祇

4,143石

880

000

804

243

871

427

註１

鮭２

199

655

517

039

086

709

116

，
，
，
，
，
，
７
１
，
，
７
１

４
４
｛
ｎ
ｏ
・
川
孟
Ｑ
Ｊ
・
用
宝
川
詮
⑨
台
Ｑ
Ｊ
戸
０
４
刈
詮
○
Ｊ
貢
』

4.558

年９
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
０
１
２
２

２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
４
４
４

治
正
明
大

*＊２０７８

*＊２０７８

*＊２０７８

*＊２０７８

*＊２０７８

2278

2278

2263

反

４斗２升４合

１石９斗２升５合

１石８斗４升７合

＊２石４升１合

＊
＊
＊

1石８斗６升２合

1石９斗５升５合

１石８斗５升

＊１石１斗８升

2158１＊

2196

2416

2319

2436

2279

|＊

＊

1石６斗５升３合

2石３斗３升

1石７斗

＊１石６斗
＊

2石１斗

＊２石

1608反

1724反

(744反）

(1724反）

品名 仕入先仕向先 数品 価格 単価

輪
生糸

蚕種

氷豆腐

神奈川県

東築摩部

上下伊那郡

山梨県

３，００６災

２，４００枚

455,000浬

144,889円

２，４００円

１，８２０円

１貧４８円20銭

１枚１円

100連４０銭

輸
入

種
紙
豆
草
綿

繭
種
煙

蚕
蚕
大
薪
刻
繰

山梨県，栃
小県郡，佐
東築摩郡，

安曇郡

小県郡

上伊那郡，

上伊那郡

山梨県

〃 雪礁|雛
１石３５円80銭

１枚１円20銭

１枚１銭２厘

１石７円

１貫１銭

同１円70銭

同１円35銭
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２．明治４０年繭収穫高
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シ」（｢湖農号綴｣）

湖南村における繭と生糸を主軸とする経済構造

の確立は明治２０年代から３０年代にかけてのこ

とと思われる。明治１０年代には養蚕・製糸の顕

著な発展か認められるにせよ，農業の巾心はなお

米作であった。米作が中心であり，平均４反の水

田，畑では養蚕以外にみるべき商品生産が発達せ

ず，その養蚕も発展の緒についたばかりの事‘情の

第１６表生糸及屑物産額

｜蚕種製造高 Ｉ

戸
ヶ
人
石
貫
貫

６
９
０
５
５
１

６
０
０
１
８

１
２
９
６
５

ワ
ー
２

石数製糸

釜数

工員

原料

生糸

屑物

数
額
産
産

額
額

備考１５表に同じ

第１７表１．明治２５年繭及蚕種産額

原種用

もとでは例え米生産力が諏訪地方は就いていわれ

るように３石に近い高水準にあろうとも，湖南村

では明治１０年代に農民層の分化が進行せざるを

えなかったものといえよう。

明治２１年より３６年にかけての南頁志野耕地

異動の上向的傾向，明治２５年より４０年にかけ

て湖南村における微弱ながらも自作地の増加の傾

向，また農家戸数の増加は、養蚕業と器械製糸業

との発展と結びついたものにほかならない。明治

２５年の「輸出入表」では，輸出額の９７％が生糸

となっており，其の他品目は蚕種および水豆腐で

あり，明治９年に産出されていた綿糸・綿布は

｢輸出」品目に現れていない。一方「輸入」は９０

％が繭であり，６％が製糸用の薪である。すなわ

ち明治２５年までに湖南村の「輸出入」構造は製

糸業を基軸とする構造をとるにいたっている。か

上る構造をとるにいたった製糸業の発達の条件に

ついて，次に検討してゆこう。

２．南真志野における製糸業発達の

諸条件

１器械製糸業者と土地所有

前節で述べた如く，湖南村では，耕地所有の零

細化が，既に明治初年において見出され，明治９

蚕戸数｜査種禄 生堀

|‘’
合計

社会学研究科紀要第１号１９６２

出殻
屑繭

繭

備考明治４１年「湖農号綴」

治４０年には，収繭高2,700石；明治25年の約

2.7倍，米収穫高は４，０００石であり，養蚕は湖南

農業において，米作を遥かにしのぐ位置にたった

ものといえよう。明治４１年湖南村「農業経済上

二関スル調査」（郡長当）によると次の如く報告

されている。「養蚕ハ近時当地方二於テハ他ノ農

業ノ副業ダル位置ヲ脱シ殆ド主業トナルニ至り之

レガー盛一衰ハ農家経済二及ボス」「影響少カラ

ズ蓋シ本村ノ如ク労力欠乏シ土地又侠随ナル場所

ハ三期（春・夏・秋蚕〔筆者註〕）ヲ通ジテ拡張

シ労力ノ平均ヲ計り叉桑園ヲ改良シテ其利用ヲ図

ルヲ上策トスルヲ以テナリ而シテ右拡張二随伴シ

テ超ル可キ桑葉量ノ不足現今ハ桑園反別百七十二

町歩ノ改良ヲナス巾ハ充分補ヒテ余リアルモノト

認ム但シ将来水田ヲ変更シテ桑園トナスモノ増加

スル中二米作ニハ多少ノ影響ヲ与フルゴトアル可

蚕種掃立
天繭

’
養蚕戸数

枚数
製糸用

蚕
蚕
蚕

春
夏
秋

470

400

150

戸 860枚

320

8０

636.0石

171.0

5１．３

73.0石

2８．６

１．３

石０
３
２

●
●
①

２
５
０

３７．０石

1５．１

3.2

748.0石

22060

5６．０

100枚

500

2０

810枚

3,400

9０

合計 1,020 1,260 858.3 102.9 ７．５ 5５．３ １，０２４．０ 620 4,300

掃立枚数 収穫高

蚕
蚕
蚕

春
夏
秋

698枚

651

659

890石

949

894

計 ２，００８ 2,733
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年より２１イドの間の南頁志岬の所有規模別農家典

動から知られるように下向化傾向が進行した。土

地所有規模の零細化，縮小は，農民層分化，分解

の結果を示すものにほかならない。しかし，湖南

村では，その一方に大規模な土地集積がこの時期

に展開されず，１町から３町米iIllIjの土地所ｲl者の

手に耕地は災巾されてゆく。このような農業榊造

のもとで，器械製糸業資本は如何に蓄積され，発

展してゆき，農業構造に影響を与えていったので

あろうか。

湖南村において器械製糸業が|)M始されたのは|ﾘ１

泊１１年頃である(1)。明治１１年に「器械製糸||'，

願届」が出されており，そこに名が記載されてい

るのは１４名(第１８表)であった。これらの人寿の

土地所有規棋をみると，２町以上４名，１町～２

町２名，’1111.以下１名，不明４名となっている(3)。

そしてこれらの人々を集溶別にみると南真志野４

名，北真志野６名，大熊２名，不明３名であり南

北真志野の出願者が１０名を占めている。このう

ち７名は，＃I北真志野主要土地所有者として既に

第６表，８炎で示した人々である。

器械製糸出願者の大半は，湖南付においては，

（１）明治１８年，関利右衛門が共進会出品に際し，そ

れに付した「生糸解説」中の「業務沿革総説」に

次の如く記されている。

「旧来ヨリ生糸製造二丁11:セシカ明治１０年上州歯

岡ノ器械ヲ－覧シ之二倣ヒテエ女10人坂器械ヲ設

置シ製造二勉励ス同１１年二至り工女６人ヲ増加

シ同業ト相謀り東英社ト称ス１社ヲ設置シ生糸良

製を一体トスル事二尽力シ盛大ナラン事ヲ専要ト

セリ側１２年横浜共進会ニテ四等褒賞ヲ賜ル同’５

年二韮リ社中卜協議シー|鮒盛大ナラソ事ヲ欲シテ

水利ノ便ヲ謀リエ女２０人繰二増加シ社中卜共二

相互二検査方法ヲ設ケ生糸二改良ヲ加ヘシニ依り

年度二製糸高を増加シ追を横浜売先二声価ヲ得同

年ヨリ１６年卜好値段二販売ス其年ノ相場ニヨル

モノトイへ卜モ１７年ノ如キハ１６年ヨリ大井二

売先郁合ヨク価格モ面シキニ付テハ今後弥社中協
議シ多倣ヲ産シ盛大ナラン４１ドヲ望ム」

明治１２年共進会出Ihhに際しての解説では「明

治１１年月炭火ヲ要スル蒸気器械ヲ摸造シ水車ヲ

仕掛」「平野村中山社ヨリ女教師小松かねヲ雁入

レ伝習ス」と記されている。

（２）この不明者は，湖南村における一町以上緋地所有

者を名'舶脹によってひろった資料に見当らぬこと

から一町以下の所有規模であると思われる。

上位の土地所有者があったことが知られる。淵戒

製糸を州始するにあたっての資金をいかに藷積し

たかは後の研究をまたなければならないが，その

資金の一部は農業部面での剰余を要素としていた

ことと,'』､われる。しかしそれのみではなく，南貞

志野の側初平家では，幣末より座繰製糸を行って

おり，糸収引にも参加しているのであり，紬職人

資金等を近隣の者から借入している(3)のであるか

ら，農業部面での剰余を唯一の資金としていたも

のではない。南真志野において，器械製糸を出願

した金子吉右術門家は|ﾘl治９年における土地所布

規模は５畝に過ぎないのである。

明治１１年器械製糸業が開始されて以後，明治

２６年までの１５年間に器械製糸業者は大きく変動

しながら減少していった。明治１１年に出願した

１４人のうち，明治１３年に製糸を行っている者は

９名，新規２名，不明２名，廃止４名さらに，明

治１６年には，明治９年より引き続く者は６名，

明治２６年には５名に減じている。このうち４名

が今次大戦によって解散する迄残った。

｜ﾘl治１１年に器械製糸ｌｌｌｌｌ頓者の土地所有規模の

明治９年と明治２１年の変化の仕方をみると次の

ことがしられる。明治９年より，明治２１年の所

有耕地規模が大きいのは金子寅吉家，金子治郎右

衛門家，側利右衛門家の３人に過ぎず，他は，金

子長内家の８反余を妓11‘)iに耕地を減じている，南

真志野の耕地異動で示した如く，この時期におい

ては，耕地１町歩以上所有者は規模縮小より，所

有規模拡大傾向がうかがえたのであるが，器械製

糸業者は脱膜を縮小していたのである。このこと

は，南真志1l1iに限らぬ傾向といえる。所有規模を

拡大した３名のうち，関利右衛門を除き，明治１６

年までに製糸を止めているのである。むしろ，製

糸を廃止して土地所有を拡大したものといえるで

あろう。また，明治１３年に，新規に製糸業者と

して名を呪わす，南貞志野の関喜平次，藤森銀左

衛門はいずれも，明治９年の耕地所有規模は５反

前後であり，明治１９年までには製糸を止めてい

る。すなわち，１町以下の零細土地所有者は，製

糸業において伸び難かったものといえよう。｜ﾘ17台

(3)古烏敏雄「製糸労働者の歴史」（岩波新普）
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第１８表器械製糸業者年次別釜数

‐
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Ⅷ
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刊
Ⅲ
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Ｊ
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２２５．

２０２．

２１４．

１８１．

１４１．

４００．

３４８．

１９０．

：明治12年２月

|言'一蹄,､I-Lg-制-玄Ｔ撰耀，|部藩名

関喜平次1０６．１２

牛山保蔵

金子長内

関初平

１４

金子吉右衛牒

所有耕地|所有釧地|所有耕地|禦娠以上製糸|釜数’

初年における製糸業は，紬生産量，繭価格，生糸

価格の極めて大きな変動により総じて，横浜開港

後，市場条件が有利に脚Ｍされながらも，極めて

不安定な生産条件の下にあったのである。従って

生産が続けられ得る為には，金融条件が整備され

ていなければならなかった。

明治１５，６年における関初平家の資金借入状況

を「大宝恵」によってみると，借入額は年によっ

て大きく異なっているが，借入時期は７月，繭購

入の為の資金借入である。借入先は村内および周

辺町村の個人で，その額は最高300円となってお

り，それらの人為の性格は明らかにしえないが，

300円から５０円を貸付けている者の中には耕地

所有規模１町前後の者があり，２００円を貸付けて

いる伊藤長右衛門は田辺集落の最大耕地所有者で

あり，そのほか，北寅志llfの中沢佐金治，金子捨

助（第８表出）が各為１００円，８０円の貸付けを

行っている。明治１５年には，既に第九十五国立

銀行，第十四銀行，佐久銀行，第十九銀行等の出

張所が下諏訪に設けられているが，銀行貸付けを

受けていない、利率も１割８分から２割が通常と

なっていて最高月２割のものも見受けられるので

ある。明治１８年，’二|'金子の矢崎豊吉から３００円

借入を受けているが，４反５畝１８歩の地所書入

れを行っていることが「大宝恵」に記されており

耕地所有は借入の条件であったといえよう。また

明治１７年金子の岩波辰治からの３００円の借入

は，藤森宗治が請人となっている。藤森宗治は，

関初平の実家であり，南真志野における主要な土

地所有者である。３００円以上を借入する時には，

土地を担保とするのが普通であったといえる。す

なわち，明治初年において製糸業を維持発展させ

るためには，耕地所有を不可欠の条件としていた

のである。耕地所有は金融を受ける条件であり，

明治１１年に器械製糸を開始した人だが，明治２１

年に耕地を減少させ，また明治３６年に１日に復す

るか，それ以上の耕地を所有したのも資金借入の

基礎を確保する意味をもっていたのである。固定

資本に比べ，極めて大きい繭仕入資金，賃銀，燃

料費等の流動資本を多額に要する製糸業におい

て，固定資本は担保の対象とはなり難かったので

ある。

初期器械製糸業に対する融資が個人によって行

われていたことは閲初平家文書によって明らかに

備考明治12年，１３年，１６年，２６年器械製糸業者氏名，釜数は，「信濃蚕糸業史」による

明治19年，東英社「当社揚返場新築費立払控」

1５
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遠藤元右術『 1１
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４０
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1３
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５
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０
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２
１
１
４
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、
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関伊助

金子寅吉

金子治郎右衛門

1５藤森富左術儒

藤森銀左衛ｆＥ
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明治時代の農業と製糸業の発展 7５

されているが，その貸付利率の高さは，製糸業の

極めて不安定な状況を示すと同時に，融資すべき

貨幣が，総じて不足していたことにもよった。関

家の，明治１５，６年の借入先は，極めて南真志野

集落の者が少なく，村内では田辺，大熊，北真か

ら借り受けている。明治２０年になると，利率は

１割２分５厘となり「胴代金」「胴代残り分」を

「入用ノ節」まで貸付ける形態があらわれてく

る。そして小口の１０円，２０円を貸付ける者の数

が増加する。明治２０年には，横浜生糸輸出問屋

より６月２８日に踊代200円が，北頁志野の製糸

業者関伊助を通じて貸付けられ，翌23年には150

円が貸付けられ，「浜借入」が行われるようにな

る。

個人の貸付は，明治３８，９年には，「価ケ」と

かムれている。こムでは個人の余裕金が，銀行に

代って製糸業者に対して安全な利殖の途として預

けられているのである。そして，預ける者は，耕

地所有面積５反～７反の者が判明した限りで，７

名あり，１００円～200円を預けその利率は１割２

分期限は「入用ノ節」となっており，利子は年存

加算される。養蚕経営の拡大により，５反歩所有

者の中には余剰を生み出す者がみられてくるので

ある一方製糸資木の蓄積，増大により金融の条

件としての土地所有の意義が失われてくるのであ

る

２共同出荷組合，東英社の成立

明治２０年，「浜借用」が行われるようになっ

たのは，横浜輸出問屋の生産者との直結，生産物

確保の手段ではあったが，この貸付けは，器械製

糸業者の共同出荷，品質統一を主目的として明治

１１年結成された任意組合「東英社」を通じての

ことであった。収り引きにおける荷口の大量化

横浜問屋との直接取引は小規模生産者が自己の生

産物を有利に販売する手段であった。束英社は明

治１１年，湖南村の製糸業者のみではなく，隣接

の有置村，豊田村の製糸業をも含めて，北真志野

の関伊助を中心として結ばれたものである”この

ような出荷組合は明治１０年代に，明治９年の糸

価暴落を契機に諏訪地方に統蒋と結成されてい

る，

東英社の組織および機能は明治１３年に作成さ

れた東英社申合規則草案（関利右衛門文書）によ

ってうかがい知ることが出来る．これは草案であ

り，この通り定められたものか否か明らかではな

い。この申合規則においては販売に関する申合せ

のみではなく，この時期に品質検査，女工給料を

定めていることが注目される。すなわち，

「明治拾三年東英社申合規則

第五月

生糸製造人申合定

第一条

一此社名号者東英社ト唱フ可事

第二条

一此社ノ本旨トスル処ハ旧来ノ弊風ヲ掃除シ

商売ノ利右ヲ問ハス専ラ良糸ヲ製造シ外国

へ売却シ然ル上ハ東英社ノー端ヲ開ク事ヲ

要ス

第三条

一煎仕人方精々注意シ養蚕家互二不都合無キ

様可致事

第四条

一社長壱銘副社長一名設置社中一流ノ事務ヲ

要ス

第五条

一製糸方法ハエ女二十銘へ一名宛ノ教師ヲ置
〔守、）

舌L造無シ様注意可致事

第六条
〔寺、）

一工女雇ﾉ＼料ｆ合ノ事
〔マ、〕

工女_L中下三等二区分ス其等給五升以上ヲ
〔寺､）

壱等トス右給五合７苔ヲ以テニ等トス尤五

升以下ニテモ糸高目二依テー等準シ左ノ給

料ヲ附ス可事

一等金拾弐銭五厘五升

但シー升二付目方一分五厘落ハニ類ノ

類へ入ル

ー等金拾壱銭四升五合

但シー升二付一分高ヨリハ壱等二入ル

内五分落ハ三等二入ル

三等金六銭二升五合

第七条

一製糸方ハ検査人一名清一ケ月四度宛工女試
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験ヲ施シ糸目筋テニトル等両度同一ヲ得ル

者へ賞金施ス可事左ノ如シ

ー等賞金拾弐銭

二等〃六銭

第八条

一生糸把毎二試験テントル糸ヲ相添出荷可致

事

第九条

一検査人給料ハー簡二付金五拾銭宛急度差出

シ可申事

第十条

一生糸売却社長手数料ノ義ハー箇二付金弐円

宛尤横浜出荷ノ節ハ金三円ト相定候事

但シ出荷中存外日数相増候節ハ社中申合

セノ上手数金相増可申事

第十一条

一生糸出荷中不慮ノ損毛出来候節ハ其金員当

；荷高へ割合出金可致事

第十二条

一生糸売場代金万一社長自由ノ件二費シ候節

ハ社中迷惑無キ様至急当人ヨリ弁返可致事

第十三条

一生糸居払致度節ハ社長へ申出其上売却可致

事

第十四条

一横浜郵便ノ義ハ銘痔二以テ相廻シ変化ノ節

ハ大至急持廻シ候事

第十五条

一糸売払ハ壱等弐等同通之節者ハ弐等分一把

二付金弐拾銭宛差出シー等へ相渡シ三等迄

同通ニテ売却相成シ節ハ三等ヨリー把二付

金七拾五銭ヲ差出シ万一四等迄込ニテ売払

ノ節ハー把二付金一円五拾銭宛差出此分者

惣金高一割合可申事

第十六条

一釜始シ節ハ社名手拭一筋宛猶又釜祝ノ向リ

白足袋一足宛工女へ与テ可事」

良糸の生産，品質の統一は，原料の共同購入，

と再繰作業の合同，共同場返しへと進む。共同場

第１号１９６２

返場が新築されるのは明治’９年であり，これと

ともに職制並に検査法がさらに細密化されるラ原

料の蝉同購入は，明治２０年代茨城県矢ケ崎に出

張所が設けられていることからも知られるが，そ

の購入繭は釜数に応じて荷分けされる｡しかしす

べての繭が共同購入されたのではなく，社員各人

が，各狩の資金を以て購入も行う。

組合を作ったことは,組合の連帯保証によって、

金融を受ける道を容易にするものであった。「浜

借用」が明治20年に束英社社長関伊助を通じて、

関初平に行われているが，この時には，前記の藤

森宗治が連帯保証人となっている。しかしそれ

が開伊助への保証であるか，浜への保証であるか

明らかではない。銀行からの融資の道が開けるよ

うになる時期は判明しないが，明治３４年には，

信濃銀行、実業銀行よりの繭購入資金が融資され

ている。その借入の仕方は，東英社として借入を

受け釜数に応じて配分する。その返済方法は，浜

借入は売上げごとに返済し，’回ごとの返済額

については定められていないが社員の中に期日ま

でに支払えぬ者がある時には立替えが行われてい

る。

共同販売組織の結成，横浜問屋との結びつき

は，生糸買集めを行う地方商業資本との矛盾を通

じて行われ，地方商人の没落を結果してゆくので

ある。繭価格，生糸価格の激変する明治初年に，

器械製糸を開始した湖南村の上位土地所有者は，

共同販売組織を結成しながら，経営規模を拡大し

てゆく。しかし明治’０年代における経営の発展

はなお急速なものではない。明治２０年代後半よ

り急速に展開する湖南村製糸業は，村内製糸労働

力の不足を，既に２０年代後半に見出す。労働力

は当初伊那方面より雇入れられるが，漸次その範

囲を拡大すると共に，また原料仕入れは，早くも

明給２５年以前に村外，遠くは，茨城伊豆にまで

求めるにいたる。そして，製糸業者の土地所有は

その貸付を通じて，紬及び労働力の確保の一要因

をなしながら，資本蓄積，経営規模の拡大は，そ

の機能を弱めて行ったのである。


